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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月23日(2009.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線路デバイスの製造方法であって、
　２０μｍから２００μｍの深さを有する第一開口をデバイスに形成する工程と、
　前記デバイスの表面上方、前記第一開口の中、および前記第一開口の側壁に第一金属層
を形成する工程と、
　前記第一金属層上、前記表面上方、および前記第一開口の中に第二金属層を電気めっき
する工程と、
　研磨処理を含む処理によって前記第一開口の外側および前記表面の上方の前記第一およ
び第二金属層を除去する工程と、
　前記表面の上方、および前記第一開口上部の前記第二金属層上に第三金属層を形成する
工程と、
　前記第三金属層の一部を露出させる第二開口を有するフォトレジスト層を前記第三金属
層上に形成する工程と、
　前記一部の上方に第四金属層を形成する工程と、
　前記フォトレジスト層を除去する工程と、
　前記第四金属層に覆われていない前記第三金属層を除去する工程と、
　を含む線路デバイスの製造方法。
【請求項２】
　前記第一および第二金属層を除去する工程の後に、前記表面上に重合物層を形成し、続
いて前記重合物層上にも前記第三金属層を形成する工程をさらに含む請求項１記載の線路
デバイスの製造方法。
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【請求項３】
　前記第二金属層を電気めっきする工程は、前記第一金属層上、前記表面上方、および前
記第一開口の中に銅層を電気めっきする工程を含む請求項１記載の線路デバイスの製造方
法。
【請求項４】
　前記第三金属層を形成する工程は、前記表面上方、および前記第一開口上部の前記第二
金属層上にチタン含有層をスパッタリングする工程を含む請求項１記載の線路デバイスの
製造方法。
【請求項５】
　前記第四金属層を形成する工程は、前記一部の上方に厚さが１μｍから５０μｍの金層
を電気めっきする工程を含む請求項１記載の線路デバイスの製造方法。
【請求項６】
　前記第四金属層を形成する工程は、前記一部の上方に厚さが１μｍから１００μｍの銅
層を電気めっきする工程を含む請求項１記載の線路デバイスの製造方法。
【請求項７】
　前記第四金属層を形成する工程は、前記一部の上方に厚さが２０μｍから１５０μｍの
錫含有層を電気めっきする工程を含む請求項１記載の線路デバイスの製造方法。
【請求項８】
　前記第一金属層を形成する工程は、前記表面上方、前記第一開口の中、および前記側壁
にチタン含有層を形成する工程を含む請求項１記載の線路デバイスの製造方法。
【請求項９】
　前記第一金属層を形成する工程は、前記表面上方、前記第一開口の中、および前記側壁
にタンタル含有層を形成する工程を含む請求項１記載の線路デバイスの製造方法。
【請求項１０】
　シリコン基部と、
　前記シリコン基部上に位置するトランジスタと、
　前記シリコン基部上方および前記トランジスタ上方に位置する第一絶縁層と、
　前記第一絶縁層上方に位置する第一線路層と、
　前記第一線路層上方および前記第一絶縁層上方に位置する第二絶縁層と、
　前記第二絶縁層上方に位置する第二線路層と、
　前記第一および第二線路層上方ならびに前記第一および第二絶縁層上方に位置し、前記
第二線路層のパッドの上方に第一開口を有する保護層と、
　前記保護層上方および前記パッド上に位置し、前記第一開口を経由して前記パッドに接
続され、前記保護層上方および前記パッド上方に位置し２μｍから３０μｍの厚みを有す
る第一銅層を含む第一金属層と、
　前記第一銅層上および前記保護層上方に位置する第一重合物層と、
　前記第一銅層上および前記第一重合物層の中に位置し、前記第一重合物層の上面と実質
的に同一平面上の上面を有する銅柱体と、
　前記銅柱体の前記上面上に位置する第二金属層と、
　前記第二金属層上に位置し、１μｍから１００μｍの厚みを有する第二銅層と、
　を備える線路デバイス。
【請求項１１】
　前記第一金属層は、前記第一銅層の下に位置するチタン含有層をさらに含む請求項１０
記載の線路デバイス。
【請求項１２】
　前記保護層上に位置する第二重合物層をさらに備え、
　前記第二重合物層に形成された第二開口は、前記パッド上方に位置し、
　前記第二重合物層は、３μｍから５０μｍの厚みを有し、
　前記第一金属層は、前記第二重合物層上にも位置する請求項１０記載の線路デバイス。
【請求項１３】
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　前記銅柱体は、２０μｍから２００μｍの高さを有する請求項１０記載の線路デバイス
。
【請求項１４】
　前記保護層は、厚さが０．２μｍから１．２μｍの窒化物層を含む請求項１０記載の線
路デバイス。
【請求項１５】
　前記第一線路層は、電気めっきされた銅を含む請求項１０記載の線路デバイス。
【請求項１６】
　前記第一重合物層上に位置する第二重合物層をさらに備え、
　前記第二重合物層に形成された第二開口は、前記銅柱体の前記上面上方に位置する請求
項１０記載の線路デバイス。
【請求項１７】
　前記第二銅層上に位置するニッケル含有層をさらに備える請求項１０記載の線路デバイ
ス。
【請求項１８】
　前記ニッケル含有層は、１μｍから１０μｍの厚みを有する請求項１７記載の線路デバ
イス。
【請求項１９】
　前記第二銅層上に位置するニッケル含有層と、
　前記ニッケル含有層上に位置する錫含有はんだと、をさらに備える請求項１０記載の線
路デバイス。
【請求項２０】
　前記錫含有はんだは、錫銀合金を含む請求項１９記載の線路デバイス。
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